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株主優待制度の変更に関するお知らせ 
 

当社は、2018 年 11 月 30 日開催の取締役会において、株主優待制度の内容について変更することを決議

いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

 

記 

 

 

変更の理由及び内容 

 

当社は、株主優待制度として、当社が販売しておりました水素水生成器用交換カートリッジフィルター

の優待価格での販売を行っておりましたが、福島県の復興支援及びより幅広い株主様に優待制度をご利

用いただくことを目的に、2019 年７月より、日本橋ふくしま館が取り扱う福島県産品カタログギフトの

割引に優待制度を変更させていただきます。 

なお、水素水生成器用交換カートリッジフィルターにつきましては、2019 年７月以降も株主様向けサ

ービスとして、従来の優待価格と同様の価格での販売を継続させていただきます。 

以上の株主優待制度や株主様向けサービスの申し込み方法等の詳細につきましては、2019 年６月の優

待券贈呈時にご案内させていただきます。 

 

【優待内容変更前後比較表】 

 

 変更前 変更後 

時期 
2019 年６月 30 日迄 

（2018 年６月贈呈の優待券迄） 

2019 年７月以降 

（2019 年６月贈呈予定の優待券より） 

内容 

水素水生成器用交換カートリッジフィルター

の優待価格での販売 

福島県産品カタログギフトの割引 

➢所有株式数 1株以上 500 株未満：1,000 円割引 

➢所有株式数 500 株以上：2,000 円割引 

※所有株式数は、2019 年３月 31 日現在の当社株主名簿

に記録された株式数。 

 

以上 


